
 別紙１ 

 

令和８年度春季シンガポール海外短期英語研修に関する航空券買付 

および費用徴収・海外送金等代理業務委託仕様書 

 

１ 事業概要 

   福井県立大学（以下「本学」という）の学生をシンガポールに派遣し、シンガポール・ポ

リテクニックにおいて異文化理解を深めることを目的とした英語研修を実施する。 

 

（１）日程 

   ８月２２日（土）～８月３０日（日） 

 

（２）参加人数 

   ２３名（本学学生２１名・引率教職員２名） 

 

（３）行程 

日 程 内 容 

８月２２日（土） 

～ 

８月２３日（日） 

小松空港集合、羽田または成田経由、シンガポール着 

８月２４日（月）

～８月２９日（土） 
シンガポール・ポリテクニックにて英語研修・フィールドワーク 

８月３０日（日） シンガポール発 日本帰着 到着空港で解散 

 

２ 委託する業務の内容 

（１）以下の条件に合致する航空券の手配 

 ・渡航経路は小松空港に集合し、羽田空港または成田空港で６時間以内に国際線に乗り継ぐこ

と。 

 ・シンガポールには８月２３日（日）18：00までに到着すること。 

 ・航空会社はフルキャリアサービスとし、LCCは利用しないこと。 

 ・20kg～23kgの手荷物を 1個以上預け入れられる航空券とすること。 

 ・航空券代は６月１８日（木）で見積り、契約日までに金額の変更があった場合は変更契約を

行うこととする。 

 ・変更・返金ができるチケットであることとする。 

 ・帰国便は８月２９日（土）19：00以降にシンガポールを出発する便であること。 

 ・受託者は渡航に要する費用の一部を学生から集金し、残額は本学が受託者に支払う。具体的

な内訳は次のとおりとする。 

航空券代金 受託者が 1/2を学生から集金、残額を本学が受託者に支払う 

空港施設使用料 全額を学生から集金 

国際観光旅客税 全額を学生から集金 

現地出入国税 全額を学生から集金 



 

航空保険料・サーチャージ 学生から 15,500円を集金し、残額を本学が受託者に支払う 

手配手数料 全額を学生から集金 

 

（２）復路のバス手配 

 ・現地宿舎からチャンギ国際空港への片道分の車両による送迎を手配すること。なお、送迎は

複数台の車両への分乗も可とする。 

 ・受託者はバス手配に要する費用を学生 21名より徴収し、引率教職員 2名分は本契約の金額に

含めることとする。 

 

（３）学生の宿泊費・学費の集金および海外送金等業務の委託 

受託者は参加学生から現地での宿舎費および学費を日本円で集金し、本学を代理し外貨で

関係機関に支払を行うこと。これらの支払額の 1/2 は学生から集金し、1/2 は本学が受託者

に支払うこととする。 

   支払先及び見込み金額は次のとおり。 

   ・学費：シンガポール・ポリテクニック １０，９８７．２０シンガポール・ドル 

・宿舎：シンガポール・ポリテクニック    ８２６．８４シンガポール・ドル 

 

（４）引率者２名のうち、1名分の宿舎費の海外送金等業務 

   引率者 1 名がシンガポール・ポリテクニックの宿舎に宿泊する場合、この引率者１名の宿

舎費は本契約の金額に含めることとする。外貨でシンガポール・ポリテクニックへの支払を

代理して行うこと。 

   支払先及び見込み金額は次のとおり。 

   ・宿舎：シンガポール・ポリテクニック      ２０６．７１シンガポール・ドル 

 

（５）引率者２名のうち、1名分の宿泊先の手配 

   引率者 1 名のホテルをシンガポール・ポリテクニックの周辺で手配すること。シンガポー

ル・ポリテクニック周辺にホテルがない場合は、公共交通機関を利用して移動できる範囲内

で手配すること。なお、費用上限は下記の通りとする。 

   ・１泊当たりの上限額：３４，０００円（食事なし） 

 

（６）オリエンテーションへの参加と説明 

   令和８年８月７日（金）に予定している学生向け、オンラインによるオリエンテーション

に参加し、渡航前の最終確認、渡航および現地滞在時の注意事項を説明すること。なお、オ

ンライン用の会議システムは本学が用意する。 

 

（７）報告書の提出について 

   事業完了後は、次の内容を含んだ成果報告書を本学に提出すること。 

   ・航空券手配に関する業務の結果 

   ・海外送金等業務の結果 

   ・その他本学が指示する事項 

 



 

３ その他 

（１）受託者は第Ⅰ種旅行業の資格を有すること。 

 

（２）変更契約について 

  １（２）の参加人数が増減した場合、変更契約を行う。 

   

（３）事業の中止について 

事業の安全かつ円滑な実施が危ぶまれる場合は、本学の判断により事業を中止することが

ある。  

 

（４）委託料の概算払いについて 

   受託者の請求により必要があると認めるときは、委託料の一部を概算払いすることができ

る。ただし、精算額が概算で支払った金額を下回る場合、受託者は本学に差額を返還しなけ

ればならない。 

    

     


